別記様式第１号（第６条関係）
助成金交付申請書

年　　月　　日

（宛先）板橋区長

住　　所

申請者（代表者）　氏　　名　　　　　　　　　　

電話番号

下記のとおり助成対象工事を行いますので、板橋区ブロック塀等撤去工事及び新設工事助成金交付要綱第６条の規定により、助成金の交付を申請します。

記

１　施工箇所（住居表示）　　板橋区　　　　丁目　　番　　号
２　申請金額　　　　　　　　　円

３　助成対象工事（内訳は、以下のとおり）
	助成金の交付対象
	助成金の額
	数量
	金額

	ブロック塀等の撤去
	石造、コンクリートブロック造、コンクリート造その他組積造による塀及びこれらの基礎
	１平方メートル当たり

	30,000円
（上限額）
円
（実施額）
	㎡

	円
円
（申請額）


	フェンス等の新設

	鋼製フェンス、石造塀、コンクリートブロック塀、コンクリート塀、木塀及びこれらの基礎の新設
	１メートル当たり
	20,000円
（上限額）
円
（実施額）
	ｍ

	円
円
（申請額）


※１　撤去助成金の額は、ブロック塀等の見付け鉛直面積に応じた１平方メートル当たりの助成金の額に、既設のブロック塀等の面積（小数点以下１位であって、平方メートル単位とする。）を乗じて得た額の合計額（1,000円未満の端数は切捨てとする。）とする。
※２　撤去工事に要する費用の助成率は100％とし、撤去工事に要する費用の上限額は30万円（角地にあっては45万円）とする。
※３　新設助成金の額は、フェンス等の長さに１メートル当たりの助成金の額を乗じて得た額の合計額（1,000円未満の端数は切捨てとする。）とする。
※４　新設工事に要する費用の助成率は100％とし、新設工事に要する費用の上限額は30万円とする。
※５　実際の工事に要した費用が表中で示した助成金の額を下回る場合は、実際の工事に要した費用を助成金の額とする。
	助成金の交付対象
	助成金の額
	数量
	金額

	国産木材を使用した木塀の新設による加算
	国産木材を使用した木塀及びこれらの基礎の新設
	１メートル当たり

	196,000円
（上限額）
円
（実施額）
	ｍ

	円
円
（申請額）


※１　ブロック塀等の撤去工事及び国産木材を使用した木塀の新設工事に要した費用が延長１メートルあたり80,000円を超えるとき、当該費用（延長１メートル当たり196,000円を超える場合にあっては，196,000円）から延長１メートル当たり80,000円を減じて得た額（1,000円未満の端数は切捨てとする。）を、延長25メートルを限度として、助成金に加算する。
※２　国産の木材を使用した木塀とは、塀の基礎、支柱及び空隙を除いた部分の見付面積の９割以上が国産の木材であるものをいい、地震に対して安全な構造となるものをいう。ただし、区が木塀と認めないと判断するものを除く。
※３　既設のブロック塀が、板橋区耐震改修促進計画で位置づけた避難路沿道にあり、かつ、整備地域（東京都震災対策条例（平成12年東京都条例第202号）に基づく防災都市づくり推進計画（平成28年3月改定）に定める整備地域をいう。）内においては、幅員が６ｍ以上の前面道路に面している場合に限る。
別記様式第２号（第７条関係）
助成金交付決定通知書

第　　　　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　　　様
板橋区長　　　　　　　　　

　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった助成金の交付については、板橋区ブロック塀等撤去工事及び新設工事助成金交付要綱第７条第１項の規定により、下記のとおり助成金交付を決定したので通知します。

記

１　施工箇所（住居表示）　　板橋区　　　　丁目　　番　　号
２　交付決定金額　　　　　　　　　円

３　支払方法　申請者（代表者）の口座振込とする。

４　交付条件　板橋区ブロック塀等撤去工事及び新設工事費助成金交付要綱を遵守すること。

５　助成金交付決定金額の内訳
	助成金の交付対象
	助成金の額
	数量
	金額

	ブロック塀等の撤去
	石造、コンクリートブロック造、コンクリート造その他組積造による塀及びこれらの基礎
	１平方メートル当たり

	30,000円
（上限額）
円
（実施額）
	㎡

	円
円
（決定額）


	フェンス等の新設

	鋼製フェンス、石造塀、コンクリートブロック塀、コンクリート塀、木塀及びこれらの基礎の新設
	１メートル当たり
	20,000円
（上限額）
円
（実施額）
	ｍ

	円
円
（決定額）


※１　撤去助成金の額は、ブロック塀等の見付け鉛直面積に応じた１平方メートル当たりの助成金の額に、既設のブロック塀等の面積（小数点以下１位であって、平方メートル単位とする。）を乗じて得た額の合計額（1,000円未満の端数は切捨てとする。）とする。
※２　撤去工事に要する費用の助成率は100％とし、撤去工事に要する費用の上限額は30万円（角地にあっては45万円）とする。
※３　新設助成金の額は、フェンス等の長さに１メートル当たりの助成金の額を乗じて得た額の合計額（1,000円未満の端数は切捨てとする。）とする。
※４　新設工事に要する費用の助成率は100％とし、新設工事に要する費用の上限額は30万円とする。
※５　実際の工事に要した費用が表中で示した助成金の額を下回る場合は、実際の工事に要した費用を助成金の額とする。
	助成金の交付対象
	助成金の額
	数量
	金額

	国産木材を使用した木塀の新設による加算
	国産木材を使用した木塀及びこれらの基礎の新設
	１メートル当たり

	196,000円
（上限額）
円
（実施額）
	ｍ

	円
円
（決定額）


※１　ブロック塀等の撤去工事及び国産木材を使用した木塀の新設工事に要した費用が延長１メートルあたり80,000円を超えるとき、当該費用（延長１メートル当たり196,000円を超える場合にあっては，196,000円）から延長１メートル当たり80,000円を減じて得た額（1,000円未満の端数は切捨てとする。）を、延長25メートルを限度として、助成金に加算する。
※２　国産の木材を使用した木塀とは、塀の基礎、支柱及び空隙を除いた部分の見付面積の９割以上が国産の木材であるものをいい、地震に対して安全な構造となるものをいう。ただし、区が木塀と認めないと判断するものを除く。
※３　既設のブロック塀が、板橋区耐震改修促進計画で位置づけた避難路沿道にあり、かつ、整備地域（東京都震災対策条例（平成12年東京都条例第202号）に基づく防災都市づくり推進計画（平成28年3月改定）に定める整備地域をいう。）内においては、幅員が６ｍ以上の前面道路に面している場合に限る。
別記様式第３号（第７条関係）

助成金不交付決定通知書

第　　　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　　様

板橋区長　　　　　　　　　

　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった助成金の交付については、板橋区ブロック塀等撤去工事及び新設工事助成金交付要綱第７条第２項の規定により、下記のとおり助成金不交付を決定したので通知します。

記

１　施工箇所（住居表示）　　板橋区　　　　丁目　　番　　号

２　申請金額　　　　　　　　　円

３　不交付の理由
別記様式第４号（第９条関係）

ブロック塀等撤去及び新設工事取りやめ届出書

年　　月　　日

（宛先）板橋区長　

住　　所

申請者（代表者）　氏　　名　　　　　　　　　　

電話番号

ブロック塀等撤去工事及び新設工事について、助成金の交付決定通知を受けましたが、板橋区ブロック塀等撤去工事及び新設工事助成金交付要綱第９条の規定により、下記のとおりブロック塀等撤去工事及び新設工事を取りやめます。

記
１　施工箇所（住居表示）　　板橋区　　　　丁目　　番　　号

２　交付決定金額　　　　　　　　　円

３　交付決定番号　　　　　　年　　月　　日付け　　　　第　　　号
４　取りやめの理由

別記様式第５号（第１０条関係）

実績報告書

年　　月　　日

（宛先）板橋区長　

住　　所

申請者（代表者）　氏　　名　　　　　　　　　　

電話番号

下記のとおり助成対象工事が完了したので、板橋区ブロック塀等撤去工事及び新設工事助成金交付要綱第１０条の規定により、実績報告書を提出します。

記
１　施工箇所（住居表示）　　板橋区　　　　丁目　　番　　号
２　工事内容（工種）　　助成金交付申請書のとおり

３　添付書類
（1） 撤去工事前、撤去工事中及び撤去工事後の写真
（2） 新設工事中及び新設工事後の写真
（3） 撤去工事前、撤去工事後及び新設工事後の図面
（4） 撤去及び新設工事に要した費用が明確になる書類
（5） 建築基準法による検査済証の写し
（6） 木塀またはフェンス等新設工事については、施工計画図（フェンスカタログ、基礎断面図その他施工に係る図面）
（7） 木塀新設工事については、国産木材であることが確認できる次のいずれかの書類等の写し
ア　納品書
イ　出荷証明書
ウ　認証制度による認定書
エ　認証制度によるマーク等

オ　建築基準法に適合し、安全が確認できる資料

実績報告書のとおり、現地立会いの上、確認しました。　　　　　　年　　月　　日
	立会者

	申請者
	住所
	
	板橋区
	所属
	

	
	氏名
	
	
	氏名
	


別記様式第６号（第１１条関係）

助成金の額の確定通知書
第　　　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　　様

板橋区長　　　　　　　　　

　　　　　年　　月　　日付け　　　　第　　　号により交付決定した助成金については、現地調査等を行った結果、当該助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められたので、板橋区ブロック塀等撤去工事及び新設工事助成金交付要綱第１１条の規定により、下記のとおり額を確定します。
記

１　施工箇所（住居表示）　　板橋区　　　　丁目　　番　　号
２　確定助成金額　　　　　　　　　円

３　支払方法　　申請者（代表者）の口座振込とする。

４　確定助成金額の内訳
	助成金の交付対象
	助成金の額
	数量
	金額

	ブロック塀等の撤去
	石造、コンクリートブロック造、コンクリート造その他組積造による塀及びこれらの基礎
	１平方メートル当たり

	30,000円
（上限額）
円
（実施額）
	㎡

	円
円
（確定額）

	フェンス等の新設

	鋼製フェンス、石造塀、コンクリートブロック塀、コンクリート塀、木塀及びこれらの基礎の新設
	１メートル当たり
	20,000円
（上限額）
円
（実施額）
	ｍ

	円
円
（確定額）


※１　撤去助成金の額は、ブロック塀等の見付け鉛直面積に応じた１平方メートル当たりの助成金の額に、既設のブロック塀等の面積（小数点以下１位であって、平方メートル単位とする。）を乗じて得た額の合計額（1,000円未満の端数は切捨てとする。）とする。
※２　撤去工事に要する費用の助成率は100％とし、撤去工事に要する費用の上限額は30万円（角地にあっては45万円）とする。
※３　新設助成金の額は、フェンス等の長さに１メートル当たりの助成金の額を乗じて得た額の合計額（1,000円未満の端数は切捨てとする。）とする。
※４　新設工事に要する費用の助成率は100％とし、新設工事に要する費用の上限額は30万円とする。
※５　実際の工事に要した費用が表中で示した助成金の額を下回る場合は、実際の工事に要した費用を助成金の額とする。
	助成金の交付対象
	助成金の額
	数量
	金額

	国産木材を使用した木塀の新設による加算
	国産木材を使用した木塀及びこれらの基礎の新設
	１メートル当たり

	196,000円
（上限額）
円
（実施額）
	ｍ

	円
円
（確定額）


※１　ブロック塀等の撤去工事及び国産木材を使用した木塀の新設工事に要した費用が延長１メートルあたり80,000円を超えるとき、当該費用（延長１メートル当たり196,000円を超える場合にあっては，196,000円）から延長１メートル当たり80,000円を減じて得た額（1,000円未満の端数は切捨てとする。）を、延長25メートルを限度として、助成金に加算する。
※２　国産の木材を使用した木塀とは、塀の基礎、支柱及び空隙を除いた部分の見付面積の９割以上が国産の木材であるものをいい、地震に対して安全な構造となるものをいう。ただし、区が木塀と認めないと判断するものを除く。
※３　既設のブロック塀が、板橋区耐震改修促進計画で位置づけた避難路沿道にあり、かつ、整備地域（東京都震災対策条例（平成12年東京都条例第202号）に基づく防災都市づくり推進計画（平成28年3月改定）に定める整備地域をいう。）内においては、幅員が６ｍ以上の前面道路に面している場合に限る。
別記様式第７号（第１２条関係）

助成金交付請求書
年　　月　　日

（宛先）板橋区長　

住　　所

申請者（代表者）　氏　　名　　　　　　　　　　

電話番号

ブロック塀等撤去工事及び新設工事に係る助成金について、板橋区ブロック塀等撤去工事及び新設工事助成金交付要綱第１２条の規定により、下記のとおり請求します。
記
１　施工箇所（住居表示）　　板橋区　　　　丁目　　番　　号

２　交付請求金額　　　　　　　　　　　円

３　交付決定番号　　　　　　年　　月　　日付け　　　　第　　　号

４　添付書類　　支払金口座振替依頼書

別記様式第８号（第１４条関係）

助成金交付決定取消通知書

第　　　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　　様

板橋区長　　　　　　　　　

板橋区ブロック塀等撤去工事及び新設工事助成金交付要綱第１４条第２項の規定により、下記のとおり助成金の交付決定を取り消したので通知します。
記

１　施工箇所（住居表示）　　板橋区　　　　丁目　　番　　号

２　交付決定金額　　　　　　　　　　　円

３　交付決定番号　　　　　　年　　月　　日付け　　　　第　　　号

４　取消しの理由

